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平成 19 年８月策定  平成 27 年 10 月一部改定  令和元年 10 月一部改定  

神奈川県教育委員会  

かながわ教育ビジョン  ～心ふれあう  しなやかな  人づくり～  概要  

 

第１章  教育ビジョン策定の背景  

１  社会状況の変化  

(1) 少子高齢化の進行と人口減少社会の到来  

(2) 国際化と情報化の進展  

(3) 産業・就業構造の変化  

(4) 地方分権改革の進展  

(5) 多様な主体との協働・連携の拡大  

 

 ２  教育をめぐる現状と課題  

(1) 子どもの思いと育ちの姿  

  課題：①子ども一人ひとりの思いと育ちの姿を、家庭、地域、学校な

どのまわりの大人がしっかりと見つめ、心の通い合う関係を

築きながらかかわっていくことが重要  

➁子ども一人ひとりが抱える、いじめをはじめとする様々な課

題に対して、柔軟で迅速かつ適切に対応できる、組織的な体

制づくりが必要  

(2) 家庭の教育力の低下  

  課題：家庭での子育てや教育を改めて見つめ直し、次代を担う子ども

を育てることの大切さを共有できる環境づくりが必要  

(3) 地域の連帯感の希薄化  

  課題：学び合い、教え合うことから生まれる、協働と信頼に根ざした

新しい地域の姿の創出が求められています。  

(4) 様々なニーズへの対応が求められる学校  

  課題：教職員が子ども一人ひとりにしっかりと向き合える学校運営  

や、教職員同士が課題や目標などを共有し、個々の経験や持ち

味を生かし合い、一体となって取り組むことのできる、組織力

の高い学校づくりを進めていくことが必要  

(5) 生涯を通じた「学び」への対応  

  課題：働く人や高齢者など、だれもがどこの地域でも気軽に学び続  

けることや、学び直しのできる場や機会をつくることが必要  
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 ３  人づくりにおいて踏まえるべき観点  

 (1) 不易と流行を踏まえた人づくり  

 (2) 世代を超え、循環する人づくり  

 (3) 協働・連携による人づくり  

 

 

第２章  基本理念・教育目標  

 １  基本理念  

   「未来を拓ひらく・創る・生きる  人間力あふれる  かながわの人づくり」  

 

２  教育目標（めざすべき人間力像）  

   

 

３  かながわらしい教育に向けて  

(1) 「ふれあい教育」の成果と課題  

○ 人や自然とのふれあいによる体験的な活動を重視した「ふれあい

教育」は、現在に至る、かながわの教育の根幹  

○ 成果：「ふれあい教育」を基にした様々な体験活動を通じて、子ど  

もたちが人と人とのつながりや、自然とのふれあいの大切さ

に気づくことや、学ぶ者と教える者とが、世代や立場を超え

て学び合うという考え方が浸透  
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○ 課題：①家庭や学校、地域などにおいて、広く展開されていたもの  

が、時間の経過とともに、次第に学校教育が中心的な場に

となり、子どもたちの社会性などを着実に育成していくよ

うな、成長に応じた学習活動のつながりの不足  

➁現在、不登校やいじめなどの件数は減らず、人格や生命の  

尊厳を傷つける程までに深刻化しているものもあること  

(2) 今こそ大事な心ふれあう経験  

○ 人は、元来、自分以外の存在と「ふれあう」ことを通して、自分の

価値や役割に気づき、自我同一性（アイデンティティ）を確立  

○ 「ふれあい教育」は、かながわの教育ビジョンの中でも、継承して

いくべき不易なもの  

(3) よりよく生きるための「行動の知」を  

○ 「行動の知」：  

学習や体験によって蓄えられた知を、より一層、人や社会との間

で双方向的に機能させ、自らがよりよく生きるための行動を支え

るよう再構築された知  

(4) 「心ふれあう  しなやかな  人づくり」へ  

○ 次代を担う子どもたちに、積極的に人や社会とかかわり、「思いや

る心とたくましさ」をもったしなやかな人に育ってほしいという

願い  

 

 

第３章  人づくりの視点  

 １  「つむぐ  おりなす」協働による取組みの推進  

    次代を担う子どもたち一人ひとりの個性やよさを「つむぐ」ように大切

に育てるため、まわりの大人たちが様々に「おりなす」ようにかかわり合

っていこうという願い  

 

 ２  人の発達段階を通じた各主体のかかわり  

    人の成長・発達に即して、必要な資質・能力や「人間力」を獲得してい

くためには、様々な教育の主体の役割が重要  
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第４章  展開の方向  

 ＜基本方針１＞  

かながわの教育力を生かした生涯にわたる自分づくりの取組を進めます  

 

◇主体的に学び行動する力を身に付ける自分づくりの取組  

・ かながわの豊かな学びの場や機会を生かした自分づくりの推進  

・ 「自ら学ぶ力」を育み高める場や機会の充実  

・ 社会生活の基盤としてのことばの力を育む教育の推進（読書活動の推

進）  

・ 安全に関する教育の推進や防災教育の推進  

◇社会的・職業的な自立をめざす自分づくりの取組  

・ 自立した自分づくりを進める機会の充実  

・ 生き方や社会を学ぶ教育の充実（キャリア教育、シチズンシップ教育

の充実）  

・ 人権教育と人権啓発の推進  

◇未来社会の創造に参画・協働できる自分づくりの取組  

・ 地域貢献活動・ボランティア活動の充実  

・ 多様な主体による協働の推進  

 

＜基本方針２＞  

新たな教育コミュニティを創造し、活力ある地域づくりを進めます  

 

◇個人や社会の多様性を尊重し、生涯学習社会を支える地域の教育力向上

の取組  

・ 地域の教育コミュニティづくりの推進  

・ 生涯学習の環境整備の充実  

・ 青少年の多様な体験活動の促進  

◇参画・協働による活力ある新たな教育コミュニティの創出  

・ コミュニティ・スクール＊の普及と充実  

・ 生涯学習の深化と成果を活用する場づくり  

◇かながわの伝統文化の継承と芸術・スポーツによる地域の振興  

・ 伝統的な文化芸術の振興  

・ 文化遺産の保存と活用  

・ 「鎌倉」の世界遺産登録の推進と魅力発信  

・ 子どもの文化芸術活動の充実  
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・ 学校の部活動の活性化  

・ 子どもの遊び・スポーツ活動の推進  

・ 子どもの未病＊対策（体力向上と運動習慣の確立、生活習慣の改善）  

・ スポーツ活動の機会の提供と多様な場づくり  

・ スポーツ活動を支えるしくみづくり  

・ 競技力向上のためのしくみづくり  

・ 「かながわパラスポーツ」の普及  

 

＜基本方針３＞  

少子化などに対応した家庭での子育て・教育を支える社会づくり  

 

◇現代社会に求められる子育て・家庭教育への理解深化  

・ 家庭、地域、事業者、ＮＰＯ、行政などの連携による子育て支援  

・ 地域における多様な子育て支援の充実  

・ 青少年が健全に育つ環境の整備  

・ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現  

・ 犯罪から子どもを守る対策の強化  

◇地域との連携による子どもの社会的な経験の機会の充実  

・ 子どもの社会的な経験の機会づくり  

・ 子どもの放課後などにおける育ちの場の提供  

◇家庭から学校・社会への円滑な接続・連携を図る教育的な支援  

・ 相談体制や支援の充実  

・ 待機児童対策の推進  

・ 高校生などへの就学支援の充実  

 

＜基本方針４＞  

子ども一人ひとりの個性と能力を大切にし、共に成長する場としての学校づくり  

 

◇学ぶ楽しさやわかる喜びを実感できる授業の実践と、個に応じた支援を

大切にする学校教育  

・ 確かな学力向上の推進  

・ これからの社会に応じた専門教育の推進  

・ 小・中・高等学校における支援教育の充実  

・ 特別支援学校における進路指導と専門的な教育などの充実  

・ いじめ・暴力行為対策の推進と不登校への対応  
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・ 教育相談体制の充実  

・ 道徳教育の取組の推進  

・ 食育・健康教育の充実  

・ 総合的な環境教育の推進  

・ かながわの魅力に基づく教育の推進（郷土史学習や歴史教育などの推

進）  

◇信頼と期待に応える主体的な学校運営  

・ 信頼あふれる開かれた学校づくりの推進  

・ 高校の魅力と教育力向上の推進  

・ 特別支援学校の整備  

・ 小中一貫教育を行う学校の導入に向けた取組の推進  

・ 公立高校と私立高校による協調事業の推進  

・ 私立学校への支援の充実  

◇子どもの人格形成を図る教育の質の向上を担う指導力のある教職員の確

保と育成  

・ 多様で優秀な教職員の確保と指導力の高い教職員の育成  

 

＜基本方針５＞  

生涯にわたる自分づくりを支援する地域・家庭・学校をつなぐ教育環境づくり  

 

◇社会情勢の変化や科学技術の進歩に伴う教育や、インクルーシブ教育の

推進に向けた環境整備  

・ グローバル化に対応した教育の推進  

・ 科学技術・情報通信技術の進展に対応した教育の推進  

・ インクルーシブ教育の推進  

・ 外国籍県民のくらしやすい環境づくりに向けた教育の推進  

◇生涯にわたる自分づくりを支援する教育ネットワークの構築  

・ 県立社会教育施設などの生涯学習機能の充実  

・ 生涯学習の情報提供とネットワークづくり  

・ 県と企業、大学などとの連携の推進  

◇教育行政に係る施策・事業の計画的な実施と、適切で的確な支援  

・ 安全で快適な教育環境の整備  

・ かながわ教育ビジョンの着実な推進  

・ かながわの教育を考える機会の充実  

・ 外部専門家等による点検・評価等を活用した教育施策の推進  
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第５章  重点的な取組  

Ⅰ  生涯学習社会における人づくり  

すべての人が「思いやる力」「たくましく生きる力」「社会とかかわる力」

を身に付けることができるよう、自分づくりへの支援の充実に取り組みま

す。  

Ⅱ  共生社会づくりにかかわる人づくり  

共生社会づくりにかかわり、すべての人が多様なあり方を認め合い、尊

重し、支え合い、参加できるようにするための教育や環境づくりを進めま

す。  

Ⅲ  学びを通じた地域の教育力の向上  

地域力を生かしたコミュニティ・スクールの普及・充実や、活力あるコ

ミュニティづくりを進め、地域の教育力を高めます。  

Ⅳ  子育て・家庭教育への支援  

生涯にわたる自分づくりの基盤となる子育て・家庭教育の役割を大切に

し、地域・学校など社会全体で、子育て・家庭教育を支援する取組みを進

めます。  

Ⅴ  学び高め合う学校教育  

生涯にわたる学習の基盤が培われるよう、「確かな学力」「豊かな心」「健

やかな体」をバランス良く育むため、教育課程や学習活動の充実に取り組

みます。  

Ⅵ  意欲と指導力のある教職員の確保・育成と活力と魅力にあふれた学校づ

くり  

教育の質を高め、県民の信頼を確立するため、優秀な人材の確保と指導

力の高い教職員の育成や、社会の変化に対応した活力と魅力にあふれた学

校づくりを推進します。  

Ⅶ  県立学校の教育環境の改善  

安全・安心で、質の高い教育を支える県立学校の環境整備を進めます。

その際に、生涯学習の場や地域のコミュニティの場としての環境整備にも

取り組みます。  

Ⅷ  文化芸術・スポーツの振興  

かながわの魅力や地域資源を生かし、自分づくりを支える取組を進め、

かながわの文化芸術・スポーツの振興につなげます。  

 

＊出典  

 「かながわ教育ビジョン」  神奈川県教育委員会  

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u5t/cnt/f4816/p332573.html  


